
   

広
島
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
六
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
三
十
八
号 

広
島
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
広
島
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

建
築
基

準
法
（

昭
和
二

十
五
年

法
律
第

二
百
一

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

建
築
基

準
法
（

昭
和
二

十
五
年

法
律
第

二
百
一

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
八
十
五
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
仮
設
建

築
物
の
建
築
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
八
十
五
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
仮
設
建

築
物
の
建
築
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
八
十
五
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
る
仮
設
建

築
物
の
建
築
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
八
十
五
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
仮
設
建

築
物
の
建
築
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

法
第
八
十
七
条
の
三
第

六
項
の
規
定
に
よ
る
建

築
物
の
用
途
を
変
更
し

て
一
時
的
に
興
行
場
等

と
し
て
使
用
す
る
場
合

に
お
け
る
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
八
十
七
条
の
三
第

五
項
の
規
定
に
よ
る
建

築
物
の
用
途
を
変
更
し

て
一
時
的
に
興
行
場
等

と
し
て
使
用
す
る
場
合

に
お
け
る
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
八
十
七
条
の
三
第

七
項
の
規
定
に
よ
る
建

築
物
の
用
途
を
変
更
し

て
一
時
的
に
特
別
興
行

場
等
と
し
て
使
用
す
る

場
合
に
お
け
る
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
八
十
七
条
の
三
第

六
項
の
規
定
に
よ
る
建

築
物
の
用
途
を
変
更
し

て
一
時
的
に
特
別
興
行

場
等
と
し
て
使
用
す
る

場
合
に
お
け
る
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
の
向

上
に
関

す
る
法

律
（
平

成
二
十

七
年
法

律
第
五

十
三
号
。

以
下
こ

の
項
に 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
の
向

上
に
関

す
る
法

律
（
平

成
二
十

七
年
法

律
第
五

十
三
号
。

以
下
こ

の
項
に 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
三
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
の
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審
査 

建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
認
定

申
請
手
数
料 

一
―
三 

（
略
） 

四 

建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性

能
向
上
計
画
に

よ
り
新
築
等
し

よ
う
と
す
る
建

築
物
が
一
に
掲

げ
る
建
築
物
以

外
の
場
合
で
建

築
物
全
体
の
認

定
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当 

法
第
三
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
の
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審
査 

建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
認
定

申
請
手
数
料 

一
―
三 

（
略
） 

四 

建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性

能
向
上
計
画
に

よ
り
新
築
等
し

よ
う
と
す
る
建

築
物
が
一
に
掲

げ
る
建
築
物
以

外
の
場
合
で
建

築
物
全
体
の
認

定
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当 



         
お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

 
 

該
建
築
物
の
住

宅
部
分
（
法
第

十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
住

宅
部
分
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。

）
の
床
面
積
（

基
準
省
令
第
十

三
条
第
三
項
第

二
号
に
規
定
す

る
数
値
に
よ
る

評
価
に
よ
り
認

定
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
住

戸
の
部
分
の
み

の
床
面
積
）
の

合
計
の
１
か
ら

４
ま
で
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ

当
該
区
分
に
定

め
る
額
を
、
当

該
建
築
物
の
非

住
宅
部
分
の
床

面
積
の
合
計
の

５
か
ら

ま
で

に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
当
該
区

分
に
定
め
る
額

を
、
そ
れ
ぞ
れ

合
算
し
た
額 

１
―

 
 (

略

) 

五 

（
略
） 

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。

） 

 
 

該
建
築
物
の
住

宅
部
分
（
法
第

十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
住

宅
部
分
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。

）
の
床
面
積
（

基
準
省
令
第
四

条
第
三
項
第
二

号
に
規
定
す
る

数
値
に
よ
る
評

価
に
よ
り
認
定

を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
住
戸

の
部
分
の
み
の

床
面
積
）
の
合

計
の
１
か
ら
４

ま
で
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
当

該
区
分
に
定
め

る
額
を
、
当
該

建
築
物
の
非
住 

宅
部
分
の
床
面

積
の
合
計
の
５

か
ら

ま
で
に

掲
げ
る
区
分
に

応
じ
当
該
区
分

に
定
め
る
額
を
、

そ
れ
ぞ
れ
合
算

し
た
額 

１
―

 
 
(

略

) 

五 

（
略
） 

 

法
第
三
十
五
条
第
二
項

（
法
第
三
十
六
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上

計
画
の
建
築
基
準
関
係

規
定
の
適
合
の
審
査
に

係
る
申
出
の
受
付 

建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
の
建

築
基
準
関
係
規

定
適
合
審
査
手

数
料 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
向
上

計
画
に
係
る
建
築

物
（
法
第
三
十
六

条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
場
合
は
、

計
画
の
変
更
に
係

る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の

床
面
積
の
合
計
（

建
築
物
の
建
築
又

は
大
規
模
の
修
繕
、 

大
規
模
の
模
様
替

若
し
く
は
用
途
の

変
更
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
用

途
変
更
等
」
と
い

う
。
）
を
す
る
場

合
の
そ
れ
ぞ
れ
に

お
い
て
、
当
該
建

築
又
は
用
途
変
更

等
に
係
る
部
分
の

床
面
積
（
建
築
基

準
法
第
六
条
第
一

項
（
同
法
第
八
十

七
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
確
認

を
受
け
た
既
存
建  

 

法
第
三
十
条
第
二
項
（

法
第
三
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計

画
の
建
築
基
準
関
係
規

定
の
適
合
の
審
査
に
係

る
申
出
の
受
付 

 

建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
の
建

築
基
準
関
係
規

定
適
合
審
査
手

数
料 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
向
上

計
画
に
係
る
建
築

物
（
法
第
三
十
一

条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
場
合
は
、

計
画
の
変
更
に
係

る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の

床
面
積
の
合
計
（

建
築
物
の
建
築
又

は
大
規
模
の
修
繕
、

大
規
模
の
模
様
替

若
し
く
は
用
途
の

変
更
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
用

途
変
更
等
」
と
い

う
。
）
を
す
る
場

合
の
そ
れ
ぞ
れ
に

お
い
て
、
当
該
建

築
又
は
用
途
変
更

等
に
係
る
部
分
の

床
面
積
（
建
築
基

準
法
第
六
条
第
一

項
（
同
法
第
八
十

七
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
確
認

を
受
け
た
既
存
建 



          
 

 

築
物
の
全
部
若
し

く
は
一
部
を
含
ん

だ
建
築
又
は
用
途

変
更
等
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、

建
築
に
よ
り
床
面

積
が
増
加
す
る
場

合
に
お
い
て
は
当

該
増
加
す
る
部
分

の
床
面
積
と
し
、

用
途
変
更
等
の
場

合
に
お
い
て
は
当

該
用
途
変
更
等
に

係
る
部
分
の
床
面

積
の
二
分
の
一
と

す
る
。
一
１
か
ら

一
９
ま
で
に
お
い

て
同
じ
。
）
）
の

一
１
か
ら
一
９
ま

で
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
当
該
区
分

に
定
め
る
額
に
、

建
築
基
準
法
第
六

条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
構
造
計

算
適
合
性
判
定
（  

  

  

築
物
の
全
部
若
し

く
は
一
部
を
含
ん

だ
建
築
又
は
用
途

変
更
等
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、

建
築
に
よ
り
床
面

積
が
増
加
す
る
場

合
に
お
い
て
は
当

該
増
加
す
る
部
分

の
床
面
積
と
し
、

用
途
変
更
等
の
場

合
に
お
い
て
は
当

該
用
途
変
更
等
に

係
る
部
分
の
床
面

積
の
二
分
の
一
と

す
る
。
一
１
か
ら

一
９
ま
で
に
お
い

て
同
じ
。
）
）
の

一
１
か
ら
一
９
ま

で
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
当
該
区
分

に
定
め
る
額
に
、

建
築
基
準
法
第
六

条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
構
造
計

算
適
合
性
判
定
（ 

 
 

 

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
構
造
計
算

適
合
性
判
定
」
と

い
う
。
）
を
必
要

と
す
る
建
築
物
（

建
築
物
の
一
部
が

構
造
計
算
適
合
性

判
定
を
必
要
と
す

る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
部
分
を
構

造
計
算
適
合
性
判

定
を
必
要
と
す
る

建
築
物
と
し
、
建

築
物
の
二
以
上
の

部
分
が
エ
キ
ス
パ

ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ

ン
ト
そ
の
他
の
相

互
に
応
力
を
伝
え

な
い
構
造
方
法
の

み
で
接
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
は

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建

築
物
と
し
て
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
建

築
物
と
す
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
構
造
計
算
適

合
性
判
定
対
象
建

築
物
」
と
い
う
。

）
一
棟
ご
と
に
、

床
面
積
の
合
計
（

既
存
建
築
物
の
全

部
又
は
一
部
を
含

ん
で
構
造
計
算
適

合
性
判
定
を
必
要

と
す
る
場
合
に
お

い
て
は
構
造
計
算

適
合
性
判
定
の
対

象
と
な
る
床
面
積

に
当
該
既
存
建
築  

 
 

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
構
造
計
算

適
合
性
判
定
」
と

い
う
。
）
を
必
要

と
す
る
建
築
物
（

建
築
物
の
一
部
が

構
造
計
算
適
合
性

判
定
を
必
要
と
す

る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
部
分
を
構

造
計
算
適
合
性
判

定
を
必
要
と
す
る

建
築
物
と
し
、
建

築
物
の
二
以
上
の

部
分
が
エ
キ
ス
パ

ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ

ン
ト
そ
の
他
の
相

互
に
応
力
を
伝
え

な
い
構
造
方
法
の

み
で
接
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
は

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建

築
物
と
し
て
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
建

築
物
と
す
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
構
造
計
算
適

合
性
判
定
対
象
建

築
物
」
と
い
う
。

）
一
棟
ご
と
に
、

床
面
積
の
合
計
（

既
存
建
築
物
の
全

部
又
は
一
部
を
含

ん
で
構
造
計
算
適

合
性
判
定
を
必
要

と
す
る
場
合
に
お

い
て
は
構
造
計
算

適
合
性
判
定
の
対

象
と
な
る
床
面
積

に
当
該
既
存
建
築



物
の
床
面
積
を
加

え
る
も
の
と
し
、

法
第
三
十
六
条
第

二
項
の
規
定
に
よ

る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
計
画
の
変

更
に
伴
い
構
造
計

算
適
合
性
判
定
が

必
要
と
な
る
建
築 

物
の
床
面
積
を
加

え
る
も
の
と
し
、

法
第
三
十
一
条
第

二
項
の
規
定
に
よ

る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
計
画
の
変

更
に
伴
い
構
造
計

算
適
合
性
判
定
が

必
要
と
な
る
建
築 

 
 

 

物
の
床
面
積
と
す

る
。
二
１
か
ら
二

５
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
二
１

か
ら
二
５
ま
で
に

掲
げ
る
区
分
に
応

じ
当
該
区
分
に
定

め
る
額
を
合
算
し

た
額
を
加
え
た
額 

一
・
二 
（
略
）  

 
 

物
の
床
面
積
と
す

る
。
二
１
か
ら
二

５
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
二
１

か
ら
二
５
ま
で
に

掲
げ
る
区
分
に
応

じ
当
該
区
分
に
定

め
る
額
を
合
算
し

た
額
を
加
え
た
額 

一
・
二 

（
略
） 

 

法
第
三
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
の
変
更
の
認

定
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
変
更

認
定
申
請
手
数

料 

一
―
三 
（
略
） 

四 

建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性

能
向
上
計
画
を

変
更
し
よ
う
と

す
る
建
築
物
が  

法
第
三
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
の
変
更
の
認

定
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
変
更

認
定
申
請
手
数

料 

一
―
三 

（
略
） 

四 

建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性

能
向
上
計
画
を

変
更
し
よ
う
と

す
る
建
築
物
が 

 
 

 

一
に
掲
げ
る
建

築
物
以
外
の
場

合
で
建
築
物
全

体
の
認
定
を
受

け
よ
う
と
す
る

場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
建
築

物
の
住
宅
部
分

の
床
面
積
（
基

準
省
令
第
十
三

条
第
三
項
第
二

号
に
規
定
す
る

数
値
に
よ
る
評

価
に
よ
り
認
定

又
は
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
基
準
等
を

定
め
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
令
和

四
年
経
済
産
業

・
国
土
交
通
省

令
第
一
号
）
附

則
第
二
項
若
し

く
は
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
同
省
令
に

よ
る
改
正
前
の

基
準
省
令
第
四

条
第
三
項
第
二

号
に
規
定
す
る

数
値
に
よ
る
評

価
に
よ
り
認
定

を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
住
戸

の
部
分
の
み
の

床
面
積
）
の
合

計
（
既
に
当
該

計
画
の
認
定
を  

 
 

一
に
掲
げ
る
建

築
物
以
外
の
場

合
で
建
築
物
全

体
の
認
定
を
受

け
よ
う
と
す
る

場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
建
築

物
の
住
宅
部
分

の
床
面
積
（
基

準
省
令
第
四
条

第
三
項
第
二
号

に
規
定
す
る
数

値
に
よ
る
評
価

に
よ
り
認
定
を

受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
住
戸
の

部
分
の
み
の
床

面
積
）
の
合
計

（
既
に
当
該
計

画
の
認
定
を
受

け
た
部
分
で
変

更
し
な
い
部
分

に
係
る
も
の
を

含
む
。
）
の
１

か
ら
４
ま
で
に

掲
げ
る
区
分
に

応
じ
当
該
区
分

に
定
め
る
額
を
、

当
該
建
築
物
の

非
住
宅
部
分
の

床
面
積
の
合
計

（
既
に
当
該
計

画
の
認
定
を
受

け
た
部
分
で
変

更
し
な
い
部
分

に
係
る
も
の
を

含
む
。
）
の
５

か
ら
11
ま
で
に

掲
げ
る
区
分
に

応
じ
当
該
区
分

に
定
め
る
額
を
、



受
け
た
部
分
で

変
更
し
な
い
部

分
に
係
る
も
の

を
含
む
。
）
の

１
か
ら
４
ま
で

に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
当
該
区

分
に
定
め
る
額

を
、
当
該
建
築

物
の
非
住
宅
部

分
の
床
面
積
の

合
計
（
既
に
当

該
計
画
の
認
定

を
受
け
た
部
分

で
変
更
し
な
い

部
分
に
係
る
も

の
を
含
む
。
）

の
５
か
ら

ま

で
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
当
該

区
分
に
定
め
る

額
を
、
そ
れ
ぞ

れ
合
算
し
た
額 

そ
れ
ぞ
れ
合
算

し
た
額 

 
 

 

１
―

 
 (

略

) 

五  

（
略
） 

 
 

 
 

１
―

 
 
(

略

) 

五 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

広
島
県
港
湾
施
設
使
用
料
（
通
常
使
用
に
よ
る
場 

合
） 

国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要
港
湾 

港
湾 

施
設 

港
湾
施
設 

の
種
類 

種
別 

単
位 

金
額 

摘
要 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

旅
客

施
設 

旅
客
乗
降

用
固
定
施

設 

使
用
料 

広
島
国
際

フ
ェ
リ
ー

ポ
ー
ト
タ

ラ
ッ
プ 

使
用
一 

回
に
つ 
 
 

き 

広
島
港
宇

品
旅
客
タ

ー
ミ
ナ
ル

タ
ラ
ッ
プ 

 
 

使
用
一 

回
に
つ 

 
 

き 

   
 一
八
、

七
五
〇  

円 
   
 一

、
二

一
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

広
島
県
港
湾
施
設
使
用
料
（
通
常
使
用
に
よ
る
場 

合
） 

国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要
港
湾 

港
湾 

施
設 

港
湾
施
設 

の
種
類 

種
別 

単
位 

金
額 

摘
要 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

旅
客

施
設 

旅
客
乗
降

用
固
定
施

設 

使
用
料 

   

タ
ラ
ッ
プ 

使
用
一 

回
に
つ 

き 

    

一
八
、

七
五
〇  

 
 

円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 
 



第
三
条 

広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

広
島
県
港
湾
施
設
使
用
料
（
通
常
使
用
に
よ
る
場 

合
） 

国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要
港
湾 

（
略
） 

地
方
港
湾 

港
湾 

施
設 

港
湾
施
設

の
種
類 

種
別 

単
位 

金
額 

摘
要 

係
留

施
設 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

臨
港

交
通

施
設 

駐
車
場 

駐
車
料 

一
般
使
用 

一
台
一 

回
に
つ 

き 

 
 

平
日 

の
午 

前
七 

時
か 

ら
午 

後
五 

時
ま 

で 

 
 
 

三 

 
 
 

〇 分 ま で ご 
 
 
 

と に 

平
日 

 
 

の
午 

 
 

後
五 

 
 

時
か 

 
 

ら
午 

 
 

前
七 

 
 

時
ま 

 
 

で 

 

一 

 
 
 

時 間 ま で ご と に 

 
 

休
日 

 
 

等
の 

 
 

午
前

七
時 

 
 

            

二
五
〇

円
以
内

で
知
事

が
定
め

る
額 

           

一
五
〇

円
以
内

で
知
事

が
定
め

る
額 

駐
車
場
は
、

知
事
が
別
に

指
定
す
る
も

の
に
限
る
。 

 

 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

広
島
県
港
湾
施
設
使
用
料
（
通
常
使
用
に
よ
る
場 

合
） 

国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要
港
湾 

（
略
） 

地
方
港
湾 

港
湾 

施
設 

港
湾
施
設

の
種
類 

種
別 

単
位 

金
額 

摘
要 

係
留

施
設 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
                

 

 
  
 

 
 

 



 
 

 

か
ら 

午
後 

五
時 

ま
で 

 

三 

 
 
 

〇 分 ま で ご と に 

休
日 

 
 

等
の 

 
 

午
後 

 
 

五
時 

 
 

か
ら 

 
 

午
前 

 
 

七
時 

 
 

ま
で 

 
 
 

一 

 
 
 

時間 

 
 
 

ま 

 
 
 

でご と に 

専
用
使
用 

一
台
一 

月
に
つ 

き 

    三
五
〇

円
以
内

で
知
事

が
定
め

る
額 

           

一
五
〇

円
以
内

で
知
事

が
定
め

る
額 

   二
〇
、

〇
〇
〇

円
以
内

で
知
事

が
定
め

る
額 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
                                    

 
 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

平
日
と
は
、
休
日
等
以
外
の
日
を
い
い
、
休
日

等
と
は
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八

号
）
に
規
定
す
る
休
日
並
び
に
知
事
が
別
に
定
め

る
日
を
い
う
。 

 

 

 

（
広
島
県
マ
リ
ー
ナ
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

広
島
県
マ
リ
ー
ナ
条
例
（
平
成
八
年
広
島
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
第
一
（
第
九
条
関
係
） 

マ
リ
ー
ナ
施

設
の
種
類 

単 
 

位 

利
用
料
金
の
範
囲
・

使
用
料
の
額 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

別
表
第
一
（
第
九
条
関
係
） 

マ
リ
ー
ナ
施

設
の
種
類 

単 
 

位 

利
用
料
金
の
範
囲
・

使
用
料
の
額 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 



会
議
室 

一 

二
以
外
の
場
合 

 

一
時
間
ま
で
ご
と
に 

 

二 

第
五
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
変
更
さ
れ

た
日
又
は
時
間
に
使
用

す
る
場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に 

 

一
、
三
〇
〇
円
以
内 

    

 三
、
〇
〇
〇
円
以
内 

屋
外
多
目
的

ス
ペ
ー
ス 

一
時
的
催
し
の
た
め
に
使

用
す
る
場
合 

 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
日

ま
で
ご
と
に 

  

 
 

二
〇
〇
円
以
内 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

会
議
室 

一
日
ま
で
ご
と
に 

一
〇
、
一
〇
〇
円
以

内 
  

   

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
の
規
定 

公
布
の
日 

二 

第
四
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日 

 

三 

第
二
条
の
規
定 

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日 

四 

第
三
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る

日 

 


